
 

 

会社情報の適時開示に係る社内体制 

 

 
                 会社情報の適時開示 

 

 

 
 （当社） 

                     ・重要事実の決定    ・重要情報の開示の監視 

                     ・決算の承認       および適切性の確認 

  

                       

 

 

   
                     ・当社および子会社の重要情報の管理     

・重要情報の開示の決定 

・当社および子会社の役員・従業員等への助言、指導 

 

 

 
・部門の重要情報の管理 

・重要情報の総務部長への連絡 

・従業員等の指導 

          

 
（子会社） 

             ・重要事実の決定    ・重要情報の開示の監視および適切性の確認 

             ・決算の承認        

                     

                      
・重要情報の管理 

・重要情報の当社総務部長への連絡 

     ・従業員等の指導     
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